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第３章 重点施策について 

１ 多治見市４大教育プラン 

（１）習慣向上プロジェクトたじみプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子どもの健康・体力づくりたじみプラン 
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（３）インクルーシブ教育（支援児包容教育）推進プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）親育ち４・３・６・３たじみプラン 
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2 平成 28年度 教育委員会の最重点施策 

１．30 人程度学級導入 

－市独自で中学校第３学年に導入していた 30 人程度学級を第２学年に拡大。６クラス増で 11 人の

講師を配置します。 

２．放課後児童健全育成事業 

－全 13 校区に 18 の放課後児童クラブを設置。コーディネイターを 7 人配置し、基本登録・延長登

録の２本立ての新規事業を全クラブで開始します。 

３．特色ある多治見の教育 

－「習慣向上プロジェクトたじみプラン」「子どもの健康・体力づくりたじみプラン」「親育ち４・

３・６・３たじみプラン」「インクルーシブ教育推進プラン」に「土曜学習」を加えた主要プロジ

ェクトを推進します。 

 

3 教育大綱・多治見市第７次総合計画 

（１）多治見市教育大綱 

① 大綱策定の趣旨 

平成 27 年４月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）が一

部改正され、市長は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることと

されました。 

これを受け、市長及び教育委員からなる総合教育会議において、教育行政の目標や方針等につ

いて協議を行い、多治見市教育大綱として定めるものです。 

② 大綱策定にあたっての考え方 

教育に関する施策の根本となる方針等については、第６次総合計画や教育基本計画の考え方

や課題等を踏まえ策定された第７次総合計画（平成 28 年度～平成 35 年度）に掲げられている

ことから、本市の教育大綱は第７次総合計画を基本として策定しています。 

具体的には、総合計画に掲げられるまちづくりの基本方針を大綱の目標とするとともに、基

本方針を実現するための施策の柱は、総合計画における教育関係の施策により構成しています。 

今後、本大綱の基本方針を踏まえ、教育基本計画が策定されることとなります。総合計画・教

育大綱と教育基本計画が相互に影響を与え策定される仕組みにより、基本的な考え方や方針を

継承しつつ、教育行政の確実なレベルアップを図ります。 

なお、スポーツ及び文化（文化財を除く）に関することについては、多治見市教育に関する事

務の職務権限の特例に関する条例（平成 22 年条例第 37 号）により、市長が管理し、執行する

こととしていることから、本大綱には掲げておりません。 

③ 大綱の期間 

大綱の期間は、第７次総合計画の前期計画期間に合わせて平成 28年度から平成 31年度までの

４年間とします。ただし、総合計画が見直された場合には、本大綱も併せて見直すこととしま

す。 

（２） 第７次総合計画  

① 基本方針 

「まるごと元気！多治見」 

      本大綱の推進により、まちの財産である「人財」を育むことで、多治見市を元気にし、「ま

るごと元気！多治見」の実現を目指します。 

   ≪「まるごと」とは≫ 

     第７次総合計画（平成 28～35年度）では、人口減少による様々な課題を克服する原動力とし

て多治見らしさを高め、「子どもの目」「大人の目」「女性の目」「男性の目」「障がいのある人の
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目」「老人の目」など多面的な視点により、中心市街地と郊外団地、地場産業と新規産業など相

対するもの両方を元気にする「まるごと元気」をキーワードとした視点でまちづくりを行って

いくこととしています。 

② 施策 

 (ア) 親育ち・子育ち支援 

      安心して子育てができ、子どもと共に成長する喜びを感じられるよう、子どもに関わる総合

的な相談支援体制をはじめ、子育て・親育ちを支える環境を充実させます。また、家庭・地域・

学校など多様な人間関係の中で、豊かな心を育み、自立する力を身に付けることができるよう、

子育ち環境を充実させます。 

  (イ) 学校教育の充実 

      子どもが学力・体力・社会力を身に付け、多治見に愛着を持ち、将来活躍できる「人財」と

なるよう、特色ある教育を充実させます。 

 (ウ) 学校教育施設などの整備 

      特色ある教育を支えるため、教育施設や設備を充実させます。 

  （エ）文化財の保護、研究 

      文化財の保護・活用を通し、郷土の歴史や文化の理解を促し、郷土愛を育む取組を進めます。 

 


